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点 検 及 び 評 価 結 果 一 覧 表 

（１） 防犯・交通安全 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

学校安全 

巡回業務 

（学校教育課） 

  市シルバー人材センターへの委託

により、学校安全巡回員として校舎

内外の巡回や来校者の確認などを行

い、事故等が発生した際には、速や

かに校長や教諭に通報する。 
12,219 

  学校安全巡回員は、シルバー

人材センターに登録されている

会員の方であるため、近年は退

職者を再雇用する会社が増えて

いることなどから、シルバー人

材登録会員数も減少しており、

人員の確保が困難となってきて

いる。 

 

 

全ての小・中学校に学校安

全巡回員を配置し、問題等も

発生せず学校の安全管理に寄

与することができた。 

現行どおり 

通学用ヘルメット

支給事業 

（学校教育課） 

 小中学校入学時及び小学 4 年生進

級時に通学用ヘルメットを支給す

る。 

3,136 

  徒歩通学時のヘルメット着用

については、頸部への負担や熱

中症等、個々の事情に応じて強

制しないよう県から通知がされ

ていることから、通知との整合

性を図りながらも着用により身

を守る安全教育についても実施

していく必要がある。 

 

 

 

 

  無償で支給しており、保護

者の負担なしで登下校時の不

慮の事故に対する備えが図ら

れている。 

 また、近年は防災教育とし

てヘルメットの重要性が高ま

っており、避難訓練での着用

はもとより、常時児童の椅子

にストラップで固定して有事

の際にすぐに着用できるよう

にしておくなど対策を実施し

ている学校もある。 

 

現行どおり 
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（２） 地域文化継承 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

文化財保護事業 

（生涯学習課） 

 有形・無形文化財の保護及び保存

を図り、それらを通して郷土の歴史、

民俗、伝統文化を伝承し広く周知す

ることにより、市民の文化的な生活

の充実向上を図る。 

 主な内容としては、文化財防火訓

練、指定文化財の修復・復元助成、郷

土芸能（神田ばやし、猿島ばやし等）

の育成及び助成を行っている。 

8,986 

  文化財専門職員がいないた

め、文化財への問合せに対する

詳細の説明等の対応が難しく、

取扱いや価値の判断においては

外部の専門家に頼らざるを得な

い。 

 

 

 

文化財の取扱いや価値の判

断において外部の専門家に頼

らざるを得ない現状がある

が、歴史的遺産である文化財

は、市が中心的な役割を担い

保護・保全に努めている。 

現行どおり 

埋蔵文化財 

調査事務 

（生涯学習課） 

 埋蔵文化財は、国民共有の財産で

あると同時に、それぞれの地域の歴

史と文化に根ざした歴史的遺産であ

り、その地域の歴史・文化環境を形作

る重要な要素であることから、その

所在・範囲を明確にし、踏査・試掘・

発掘調査等の適切な保護を行う。 

959 

 調査は外部委託に頼る必要が

あり、日程調整が難しく申請者

からの問合せに対する回答や指

導については県文化課を経由す

るため、問合せに対してその場

で回答を提示できないことや回

答までに時間を要している。 

 

 歴史的遺産である埋蔵文化

財は、市が中心的な役割を担

い保護・保存に努めている。 

現行どおり 

逆井城跡 

公園管理 

（生涯学習課） 

 逆井城跡の鍵の施解錠、芝生整備、

草刈り、樹木管理、園内警備、建物・

施設等の補修工事等を行う。 

11,578 

建造物に木造建築が多く、逐

次補修が必要だが、補修等の箇

所を一括して修繕を行うことは

難しく、限りある予算の範囲で

危険性の高いものから適宜修繕

しており、今後も、予算を踏ま

え長期計画を立て補修等を実施

していく必要がある。 

 史跡公園として市民が郷土

の歴史及び自然に親しむ憩い

の場として役立っている。 

現行どおり 



3 

 

（３） 芸術・文化 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

資料館運営事業         

（資料館） 

 展覧会の開催を通して市民が郷土

の歴史や文化について関心を持ち、

学び、理解するための情報や芸術作

品に触れる機会を提供するととも

に、天体観望を通して宇宙や天文へ

の興味・関心を誘う機会を提供する。 

 

3,258 

 市内外へのアピールと住民の

郷土愛醸成のため、地域の歴史・

文化・美術資料を収集し、独自性

のあるユニークな企画展を開催

する必要がある。そのためにも、

歴史資料・美術資料に精通し効

果的に活用できる専門的知識と

企画力を持った職員の配置・育

成が必要である。来館者サービ

スの維持策を引続き検討・実施

する必要がある。 

 貴重な文化財の所有者や各

分野からの協力、資料提供を

受け、タイムリーかつ地域色

の濃いテーマで開催した展覧

会は、郷土の歴史的資料の紹

介や芸術文化に親しむ機会と

なり、来館者から好評を博し

た。 

また、他機関の展示、刊行

物などに所蔵資料が利用され

たほか、企画展が新聞、テレ

ビ等のメディアに取材掲載さ

れ、坂東市の知名度アップに

寄与することができた。天体

観望会は、県内屈指の天体望

遠鏡を用いて、専門知識を持

った講師とともに開催し、季

節ごとに変わる星空を画像等

で記録することができた。 

 

 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

坂東郷土館 

ミューズ 

管理運営事業         

（資料館） 

 市民の多様な学習活動や知的要

求、文化的要望に応えるため、設備

機器類の保守点検を行い、不具合が

目立つものや緊急性があるものから

順次交換や修理を行い、利用者に対

し快適な施設環境を提供し、利用促

進を図る。 

19,157 

施設の老朽化が進み、設備等

に不具合や故障が発生すること

があり、修繕箇所の重要度、優先

度を考慮しつつ対応を行なって

いる。利用者の安全・快適性の確

保と、所蔵資料・美術品の保存管

理のため、自動ドア、エレベータ

ーほか、特に空調・電気設備機器

等の保守点検及び修繕が不可欠

である。限りある財源と徐々に

調達困難となる交換部品などを

勘案し、引続き計画的な改修を

実施していく必要がある。 

 

 

利用者が安全快適に利用で

きるよう施設環境の維持・改

善を図ることができた。一方

で、設備等の相次ぐ不具合や

故障等課題も多く引き続き維

持・改善していかなければな

らない。 

現行どおり 

文化振興事業団 

運営事業         

（音楽ホール） 

 坂東市文化振興事業団主催による

コンサート等の開催及び文化活動団

体の育成。さらに、誰もが気軽に芸

術・文化活動に触れることができる

よう環境整備の充実を引続き図る。 

13,698 

 ホールの特色を生かすために

クラシックコンサートを中心に

企画しているが、集客が難しい

ジャンルでもあるため、ホール

の特色を生かしながらも幅広い

年齢層に合わせた事業を考える

必要がある。 

 坂東市文化振興事業団は地

域の芸術文化発信を担うリー

ダー的存在であるため、様々

な課題はあるものの、お客様

に楽しんでいただけるコンサ

ートをどのように開催すれば

いいのか、市民の見本となる

よう新しい方法を常に検討し

ていく必要がある。 

 

 

現行どおり 
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（４） 幼児教育 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

幼稚園施設 

管理業務 

（学校教育課） 

  安心して教育が受けられる環境を

維持するため、幼稚園施設設備の維

持管理、機器の保守管理、警備業務等

を適切に行う。 

具体的には、施設設備の維持管理

に必要な保守点検とし、水質検査、浄

化槽検査、廃園等除草委託、園地借上

げ、樹木伐採業務委託、警備業務等を

実施した。 

1,321 

施設設備ごとにきめ細かな保

守点検を実施し、事前に措置対

応していくことが必要である

が、建物・施設共に老朽化が顕

著なこともあり、現状では難し

い状況である。 

令和 6年度に実施予定の長寿

命化計画改訂では、幼稚園施設

を除外したことから、今後の利

活用の検討が必要になる。 

 

 

  各検査関係業務、警備業務、

廃園等除草、樹木伐採等予算

どおり達成しており、安心し

て教育が受けられる環境維持

に役立っている。 

現行どおり 

幼稚園施設 

整備事業 

（学校教育課） 

  幼稚園施設の整備計画、設備の保

守点検結果や要望等により、必要な

修繕・整備を実施し、快適な教育環境

を提供し、幼児教育の充実を図る。 

具体的に令和 5 年度は、浄化槽ブ

ロワー修繕、網戸修繕、消防設備修

繕、職員室空調修繕等の保守点検結

果や要望等による改善を実施した。 

565 

 廃園舎として残っている旧飯

島幼稚園、旧弓馬田幼稚園、旧

長須幼稚園の今後の利活用方法

や、現状は学校施設だが誰でも

自由に入ることが可能な猿島幼

稚園隣接公園について、学校施

設としての取り扱いを継続する

のか公園として取り扱いに変更

するのか等の課題について今後

も検討していく必要がある。 

 

 

 

 消防点検結果や要望等によ

る施設設備の整備について

は、できる限り進めてきてお

り、教育環境の維持・改善は図

られている。 

現行どおり 
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（５） 学校教育 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

通学バス 

運行業務 

（学校教育課） 

 飯島小学校、神大実小学校、中川

小学校、逆井山小学校において、通

学バスを運行し、バス利用負担金（1

世帯当たり）往復：年額 24,000円、

片道：年額 12,000円を徴収する。 

 飯島小学校、逆井山小学校（運行

業務）については民間委託、神大実

小学校、中川小学校は、市が所有す

るワゴン車を活用し、会計年度任用

職員が運行業務を行う。 

11,438 

 少子高齢化への観点では、市

内公共交通網全体における課題

であり、コミュニティバスの活

用のみならず、デマンドタクシ

ー、民間路線バス事業者と連携

しながら、費用対効果を十分に

考慮し多角的に検討していく必

要がある。 

 また、会計年度任用職員によ

る通学バス運転手の確保が喫緊

の課題であり、他業務との兼務

等様々な方策により人員の確保

をしていく必要がある。 

 

 通学バス対象となる児童の

利便性向上及びバスの安全な

運行については、目的を達し

ている。 

現行どおり 

学校図書 

購入事務 

（学校教育課） 

 各学校を対象に図書展示会を開催

し、各校が予算額に応じて購入希望

図書を選定し、小学校分、中学校分

をまとめて一括購入し、学校図書館

図書の充実を図る。 

 
5,104 

 「学校図書館図書標準」の蔵

書冊数に達していない学校があ

り、引続き解消に努めていく必

要がある。 

必要な新刊図書を各学校図

書担当者に選定してもらい引

続き購入していることから、

学校図書館標準冊数の充実が

図られるとともに、図書標準

達成率が未達成の学校につい

ては、予算配分を増配するな

ど対策を講じることができ

た。 

 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

学校教材 

購入事務 

（学校教育課） 

 学校の教科教材の整備を図るた

め、各学校の教材整備状況により、

各校が予算額に応じて希望教材を選

定、市が計画的に一括購入する。    
6,919 

 希望教材が不足している学校

については、長期計画の中で必

要数を配備し、児童が授業を受

ける際に支障がないように配

慮、購入する必要がある。 

 令和５年度の各小中学校の

購入希望教材について、学校

要望どおり学校配当額内にて

適正に整備されている。 
現行どおり 

介助補助員 

配置事業 

（学校教育課） 

 心身に障害のある児童や多動性障

害など落ち着いて授業を受けること

ができない児童に対して介助補助員

を配置することにより、本人及び他

の児童が安心して授業や学校生活が

できる体制を整えると同時に、教員

の負担軽減を図ることで授業の充実

を図る。 

54,423 

 障害のある児童に対する支援

ニーズが増加する一方、各小中

学校からの派遣要請人数に対

し、配置ができていない学校も

あるため、介助補助員の確保に

ついては、教員や保育士経験者

等に限らず、広報等での募集掲

載やハローワーク等の募集を活

用して人員不足を解消していく

必要がある。 

 

 介助補助員が必要な児童に

対してサポートを行い、該当

児童が学校生活を送るうえで

非常に効果的な一助になっ

た。 

 引続き介助補助員の人員不

足の解消については、対策を

実施していく必要がある。 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

要保護・準要保護児

童生徒就学援助 

及び特別支援教育 

就学奨励業務 

（学校教育課） 

 小中学校に就学している児童生徒

の保護者で、経済的な理由から給食

費、学用品費、修学旅行費などの負

担が困難な世帯及び特別支援学級に

在籍している児童の世帯等に対し、

負担能力の程度に応じて、その費用

の一部を援助する。 
34,493 

 特別支援奨励費については、

令和 3年度に新設していること

から、学校を通じた周知や SNS

等の活用も含め、広報を積極的

に実施した結果、申請者数の増

加が顕著であり、予算確保、事

務負担については、今後も検討

が必要である。 

 援助が必要な保護者に給食

費や学用品費などを支給する

ことができた。また、新入学

児童生徒に対し入学前の早々

に新入学準備金を支給するこ

とができた。 現行どおり 

小中学校施設 

管理業務 

（学校教育課） 

 安心して教育が受けられる環境を

維持するため、学校施設の保守管理

を目的とし、水質検査、浄化槽検査、

ボイラー煤煙濃度検査、電気保安業

務、警備業務、エレベーター保守点

検、校舎・体育館雨樋清掃、校地借上

げ、電算機器等保守点検委託、校務

用パソコン使用料、プール関係薬品

類、消火器・ガス漏れ警報器購入、危

険樹木伐採剪定業務を実施した。 

 

78,713 

 遊具関係の専門家による点検

等を継続して実施する必要があ

る（令和 6年度実施予定）。 

 施設設備ごとにきめ細かな保

守点検を実施し、事前に措置対

応していくことが必要である

が、現状ではなかなか難しい状

況である。 

 財政難による事業遅延が予想

されるため、今後は学校施設長

寿命計画の変更や学校の統廃合

等による管理費用の縮減を図る

必要がある。 

 

 財源的な制約や課題はある

ものの、施設管理によって安

心して教育が受けられる環境

維持には役立っている。 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

小中学校施設 

整備事業 

（学校教育課） 

 安全で快適な教育環境を整備する

ため、設備の修繕・整備を行ってお

り、各小中学校プールろ過装置修繕、

ダムウェーター修繕、浄化槽修繕、

消防用設備修繕のほか各学校の要望

に沿った各種修繕、七重・中川小学

校プール部分改修工事、岩井第二小

学校はん登棒遊具更新工事、神大実

小学校屋上防水部分改修工事、猿島

中学校自動火災報知設備更新工事、

東中学校プール循環配管改修工事等

を実施した。 

48,907 

 建築後年数が経過し、経年劣

化が著しい建物や設備について

は、個別の修繕では対応が難し

く、合理的でない場合が多い。

（R5年度の突発的な事象への対

応は約 175件）そのような施設

については長寿命化計画に沿っ

た大規模な改修工事の必要があ

る。 

 また、長寿命化計画に該当し

ないプールや遊具、グラウン

ド、運動部活用の設備などにつ

いても対応が必要。 

 財源的な制約や課題はある

ものの、保守点検結果や要望

等による施設の整備について

は、予算の範囲内でできる限

り進めてきている。 

現行どおり 

学校給食 

センター運営 

（学校教育課） 

栄養バランスと衛生管理に配慮し

た安全・安心な給食を通し、児童・生

徒の心身の健全な発達と正しい食事

のあり方や望ましい食習慣を身につ

け、食に対する自己管理能力を養う

ことを図る。 

また、食材は可能な限り地場産物

を使用し、児童及び生徒の健康管理

と栄養バランスを考慮した給食の提

供とともに学校訪問による食育指導

についても実施している。 

399,021 

 施設、機械設備及び配送車等

の維持管理を徹底しているが、

経年劣化・機械設備等全体的に

老朽化が進んでおり、今後は長

寿命化計画を含めた整備や施設

の維持管理費の縮減に向けた給

食センターの統合等も必要とな

ってくる。また、給食費の納付

方法が平成 30年 9月から口座

振替になったことで未納額が

年々増加、計画的な徴収を推進

する必要がある。 

 「安全・安心な学校給食」

の提供を心掛け、適切な栄養

管理に基づくとともに、地産

地消にも配慮した「美味しい

給食」を提供することによ

り、児童生徒の健康維持増進

に寄与することができた。ま

た、食育の観点から食事につ

いての正しい理解を深め、望

ましい食習慣を養うこと 

により、食事の重要性を再認

識してもらうことができた。 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

家庭教育学級 

（生涯学習課） 

人間形成の場として最も基本的な

機能をもつ家庭をめざし、家庭の在

り方や保護者の在り方について学習

し、現代にふさわしい家庭教育作り

に役立てるとともに、同学年の子を

持つ保護者が、子育ての様々な悩み

と望ましい対処の仕方等を話し合

い、理解を深めることを目的とし、

家庭教育に関する学習会を計画し、

実施する。 

228 

各学校（園）の家庭教育学級に

おいて、子どもの発達段階に応

じた家庭教育の重要性を伝える

ために、年に 1 回は市教育委員

会の社会教育主事（教員籍）によ

る講話を含めた家庭教育学級の

開催を依頼している。家庭教育

学級の日程が重なり、社会教育

主事による講話を含めた家庭教

育学級を開催できないことがあ

った。 

 

オンデマンド配信による学

習会を実施することでより多

くの保護者に学習の機会を提

供するなど家庭教育学級の充

実を図ることができた。 

現行どおり 

訪問型家庭教育

支援事業 

（生涯学習課） 

不登校の問題を抱え込み、主体的

な家庭教育が困難となっている家庭

に対し、地域の子育て経験者、家庭

教育の専門家、関係機関等と連携を

図りながら、家庭を訪問し、子育て

に関する情報及び学習機会を提供す

るとともに、家庭教育に関する支援

を行う。 

 

1,271 

現在、10 名の支援員によりア

ウトリーチ型の支援を行ってい

る。家庭訪問には支援員 2 名で

対応してもらうため、支援でき

る家庭数に上限がある。支援員

には保護者に寄り添い、傾聴し、

悩みを共感できるスキルが求め

られるため、新たな地域人材の

確保については、現在の支援員

に適任者を紹介してもらった

り、退職教員から支援員を見つ

けたりと、様々な地域人材を確

保するための対応が必要。 

 不登校児童生徒を抱え込

み、子育てに困り感のある家

庭に対して、学校や関係機関

と連携することで社会とのつ

ながりを保てるような支援を

することができた。 

※令和 5年度の支援対象家庭：

21 家庭 ⇒ 前向きに登校

（放課後登校、別室登校等を

含む）できるようになった家

庭：17家庭 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

教職員等人権 

教育研修会 

（生涯学習課） 

人権教育の一層の推進に向け、教

職員や市行政職員を対象に研修会を

行い、人権課題に対する理解を深め、

地域において人権教育の推進を担う

指導者の養成に資することを目的と

し、人権問題に関する講話及びワー

クショップ型の学習を実施してい

る。 

0 

コロナ禍の影響におり令和 2

年度より規模を縮小し、講話と

ワークショップ型の研修を開催

している。開催方法を変更した

ことにより、多くの教職員と市

役所職員を一度に研修すること

ができない。 

参加人数を制限し、規模を

縮小しての開催することによ

り、能動的なワークショップ

型の学習を取り入れられるメ

リットは大きい。人権課題に

対する理解を深め、地域にお

いて人権教育の推進を担う指

導者の養成に資することがで

きた。 

 

現行どおり 

外国語指導助手 

配置事業 

（指導課） 

外国語活動及び外国語科の年間指

導計画、学習指導案等作成時の情報

提供、企画提案を行っている。 

 小学校英語活動では、外国語活動

及び外国語科における Small Talk等

におけるやりとりを中心としたコミ

ュニケーション活動、中学校では外

国語科での Small Talk、プレゼンテ

ーション等のコミュニケーション能

力の向上を図る活動、その他英検二

次試験に向けた補充的指導なども実

施している。 

49,468 

 各校に配置される外国語指導

助手はそれぞれ経験が異なり、

指導力にも差が見られる。その

ため、小学校、中学校の発達段階

や児童生徒の実態に応じた適切

な指導力を身につける必要があ

る。また、学級担任に関してもよ

り効果的なティームティーチン

グを行えるよう指導改善する必

要がある。 

外国語学習の充実や教員の

指導力、コミュニケーション

能力の向上に役立っている。 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

適応指導教室 

運営 

(指導課） 

不登校児童・生徒に対し、援助指導

（相談活動、学習活動、適応指導、調

査・分析、啓発活動）の充実を図ると

ともに、学校と家庭との連携を図り、

学校生活への復帰を目指して運営し

ている。 4,624 

 設置場所が岩井地域であるた

め、猿島中学校区内の児童・生

徒の通室が困難である。 

また、報酬が低額なため、指

導員を新たに見つけることも非

常に困難である。 

学校で生活することが困難

な児童・生徒が学習し、教育

相談を受けることで、学習保

障がなされ自立心や適応能力

を養い、学校復帰を目指すこ

とに役立っている。 

なお、現在、猿島地域に新

たな適応指導教室を設置し

た。 

 

 

現行どおり 

ＴＴ特別配置事業 

（指導課） 

 少人数指導や習熟度別指導を行う

などきめ細かな指導を行い、児童・

生徒の基礎学力向上のため、少人数

指導加配教員の配置を進めている

が、学校全てへの配置には至ってい

ないことから、少人数指導教員加配

がされていない学校について、非常

勤講師を配置している。 

 

27,607 

現在、少人数加配が配置され

ていない学校へも配置を計画し

ているが、非常勤講師を希望す

る人材が不足しているため、募

集方法等を検討する必要があ

る。 

 非常勤講師を配置すること

によりティームティーチング

による児童への習熟の程度に

応じた指導を実施することが

でき、学力の向上が図られ

た。 

 また、講師人材発掘につい

ては、教員採用試験の結果が

わかり次第、人材発掘を開始

することで、人材確保を図っ

ている。 

 

現行どおり 
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（６） 青少年健全育成 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

放課後子ども 

教室事業 

（生涯学習課） 

 放課後や休日に小学生を対象とし

て子どもたちの安全・安心な活動拠

点を設け、地域の方々参画を得て、

子どもたちの勉強やスポーツ、文化

活動、地域住民との交流活動等の取

り組みを実施することにより、次代

を担う子どもたちの健全育成を支援

する。 

【坂東宿題塾：元桝善本店】 

岩井第一小・岩井第二小に在籍する

4～6年生（参加者数：50名） 

【キッズクラブ：七重小・七郷小・沓

掛小】七重小 15 名、七郷小 43 名、

沓掛小 26名 

【ばんどうっ子クラブ】 

市内小学生※開催毎に参加者を募集 

 

10,874 

 地域住民に対して安全・安心

な居場所づくりを目指したい

が、新たな地域人材の確保が困

難な状況で、指導員の高齢化も

懸念される。 

 坂東宿題塾やキッズクラ

ブ、ばんどうっ子クラブにお

いて、地域の方々の協力を得

て様々な体験や活動を行うこ

とで、異なる学年での交流が

生まれ、保護者のニーズにも

応えることができ、子どもた

ちの健全育成の支援につなが

った。 現行どおり 

青少年センター 

業務 

（生涯学習課） 

 青少年の健全な育成及び非行の防

止に関し、関係機関、団体と緊密な

連携を保ち、効果的に活動を推進す

るため、青少年センターを設置し、

青少年相談員及び特別青少年相談員

による各種活動を推進する。 

1,942 

青少年相談員は、条例に基づ

く事務ではあるが、県レベルの

上部団体が組織されており、歴

史的な背景の中で位置付けられ

てきた。しかしながら、社会情

勢の変化の中で、今後の活動内

容について検討が必要である。 

 

令和 5 年度はウイズコロナ

の状況で、市のイベントやお

祭りが再開され、啓発活動や

特別指導活動など、感染防止

対策を取りながら啓発活動を

実施することができた。また、

地域パトロールなども継続し

て実施することができた。 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

青少年育成団体

支援業務 

（生涯学習課） 

青少年及び青少年育成団体の活動

支援することで、次代を担う青少年

の健全育成、自主性や社会参加意識

の醸成とその促進を図る。 

具体的な活動として、青少年育成

坂東市民会議事務局業務として、

「110番の家」普及啓発事務、「あい

さつ声かけ運動」の実施、「少年の主

張」、「家庭の日」普及啓発（ポスタ

ー制作）、坂東市子ども会育成連合

会事務局業務として、スポーツ大会

の開催、指導者研修会などを実施。 

1,706 

事務局としての事務が多岐に

わたっているため、事務局の在

り方を見直し、関係団体が主体

的に活動できるよう積極的に促

すことで、事務の効率化が求め

られている。 

ウイズコロナの状況を考慮

し、各団体の青少年健全育成

活動が少しずつ再開され、目

標にむけた事業は概ね達成さ

れている。 

現行どおり 

青少年の健全 

育成業務 

（生涯学習課） 

次代を担う青少年の自主性や社会

参加意識の醸成を図る様々な活動の

場の提供を行う。具体的には、市内

中学生を対象に、学校外でのボラン

ティア活動の機会の提供や、高校生

会「むぎの会」の活動を支援する。 

0 

近年、高校生会の会員が極端

に減少していることや、中学生

ボランティアの登録人数は多い

が、実際の参加人数が少ないこ

となど、今後の会員募集や参加

時の募集などを改善する必要が

ある。 

令和 5 年度は、ウイズコロ

ナの状況で活動が前年より増

えたが、会員数を考慮すると

参加率が増えていない。しか

し、青少年の健全育成におい

て、様々な体験活動の提供は

重要なことである。 

現行どおり 

教育相談事業 

(指導課） 

児童・生徒の健全な育成と非行防

止を図るため、こころの電話相談室

と心の教室相談員を設置し、教育上

の問題や悩みや困りごと等について

相談に乗り、適切な助言指導を行い

問題の解決を図っている。 

822 

電話の相談員と心の教室相談

員については、学校を退職した

教職員が主であり、報酬の面で

折り合いがつかず、新たな人材

を確保することが非常に困難に

なってきている。 

学校生活を送ることが困難

な児童・生徒が学習したり、教

育相談を受けたりすることに

より、学習の保障がなされ自

立心や適応能力を養い、学校

復帰を目指すことに役立って

いる。 

現行どおり 
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（７） 生涯学習 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

作品展 

開催業務 

(生涯学習課） 

作品展において作品を展示し、か

つ、作品を鑑賞する場を提供するこ

とで、幅広い年代の市民に対し生涯

学習の機会を提供し、自ら文化的教

養を高め得るような環境を醸成す

る。 

191 

 行政から発信する一方的な生

涯学習の機会の提供ではなく、

市民が主役となる学びの機会を

創造し、より効果的な開催方法

となるよう引続き議論や検討が

必要である。 

 

 作品展の開催については、

多くの市民の方々の参加を得

ており、生涯学習の機会の提

供に大きな役割を果たしてい

る。 

現行どおり 

公民館講座 

(生涯学習課） 

 市民の趣味と生きがいづくりを目

的に、楽しみながら学べる、触れ合い

の場を提供し、市民の教養の向上、健

康の増進、生活文化の振興を図るた

め、各種講座の開設、運営を行ってい

る。 

2,802 

各講座の受講状況について、

受講生の高年齢化が進み男性の

参加も少なく、毎年、新しい内

容の講座を開催しているが、人

気のある講座に応募が集中して

いるので、受講回数や講座開催

時間の見直しが必要である。 

 

公民館講座修了生が公民館

を利用する活動団体へ参加す

る等、施設利用の拡大、人的交

流につながり、教育文化活動

の向上に寄与することができ

た。 

 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

公民館まつり 

(生涯学習課） 

 公民館講座生及び公民館を利用す

る各種サークルの日頃の学習成果の

発表、展示する場を提供し、市民に生

涯学習の楽しさを知ってもらうた

め、「岩井公民館まつり」を 11月に、

「猿島公民館まつり」を 2 月に行っ

ている。ともに公民館まつり実行委

員会が運営し、展示、発表、試食、体

験コーナーなどを実施する｡ 

 

162 

実行委員や参加団体の高年齢

化が進み、会場の準備・後片付

けが大変という意見が出てきて

いる。 

まつりの内容については、公

民館で活動をしている様々な団

体の成果発表と、地域住民が社

会教育団体の活動に触れ、生涯

学習活動に参加するきっかけと

なるまつりとしての開催を目指

していきたい。 

 

 岩井公民館まつりは、作品

展・文化協会まつりと同時開

催で「坂東市民文化祭委 2023」

として開催。来場者数約 5,700

人（参加団体 36団体を含む）。

猿島公民館まつりは来場者数

約 1,850人（参加団体 35団体

含む）で、生涯学習活動のＰＲ

と併せ、参加住民の交流の輪

を広めることができた。 

現行どおり 

学校図書館 

支援センター 

推進事業 

（指導課） 

指導課内に学校図書館支援センタ

ーを設置し、学校図書館協力員を全

ての小・中学校に配置するとともに、

協力員をサポートする巡回指導員と

して支援スタッフを派遣すること

で、学校図書館をよりよく機能させ、

豊かな読書活動や学校図書館を活用

した学習活動を推進する。 

3,551 

 豊かな読書活動や学校図書館

を活用した学習活動の推進のた

めには、協力員による図書委員

会の活動の補佐も重要な活動の

一つであるが、年間７０日、１

日につき３時間程度の配置のた

め、協力員と児童生徒が十分に

ふれ合う時間が取れない学校が

ある。また協力員の高齢化に伴

い、新たな人材を探すが報酬が

低いためなかなか見つからな

い。 

 

学校図書館の環境が整備さ

れたり、協力員による読み聞

かせ等が行われたりするな

ど、豊かな読書活動や学校図

書館を活用した学習活動の推

進に役立っている。 

人材発掘については、引続

き給与面の改善等を検討して

いく。 

現行どおり 
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事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

図書館資料 

購入事業 

（図書館） 

市民の読書活動や生涯学習活動を

援助するため、地域の状況を考慮し、

利用者の様々なニーズに応えるた

め、社会情勢に即した最新の図書及

び視聴覚資料を購入する。 
12,178 

 利用者や読書団体の意見等を

反映させながら、多様な分野の

良質な図書資料を計画的に購入

してきたが、現在、資料の保管

場所が不足しており、仮設の本

棚を設置するなど対応をしてい

る。 

 

 利用者のニーズやリクエス

トに応える図書や視聴覚資料

を購入・排架することで、市民

の読書活動や学習活動を援助

することができた。 
現行どおり 

図書館催事事業 

（図書館） 

図書館利用を促進し、読書活動の

きっかけとなるよう、図書館職員と

図書館ボランティアが連携し、子ど

もからお年寄りまで幅広い年代層が

図書館に親しめるような催し物を行

う。 1,031 

 図書館利用者を増やし続ける

ためには、常に内容を改善し、

時代のニーズに沿った魅力的で

集客力のある催事の企画が必要

である。 

 新型コロナウイルス感染症

対策のため中止していた催事

を徐々に再開し、以前からの

参加者が戻るだけでなく新た

な参加者もおり、おはなし会

や人形劇、映画会などの催事

は、ボランティアの参加も含

め、図書館利用の拡大につな

がる効果が大きく、今後もそ

の役割は大きい。 

 

現行どおり 
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（８） スポーツ・リクリエーション 

事務(事業)名 

(担当課等) 
業務(事業)内容 

業務(事業)費 

令和 5年度 

決算額(千円) 

課  題 評  価 今後の方向 

坂東市スポーツ

協会運営 

（スポーツ振興課） 

体育・スポーツ・レクリエーショ

ンの普及振興を図り、市民の体力と

健康の保持増進に努め、生きがいと

活力のある明るく住みよい豊かなま

ちづくりに寄与することを目的と

し、坂東市スポーツ協会及び加盟団

体が実施する競技会、講習会、スポ

ーツ教室等開催への補助を行う。 

 

3,295 

 加盟団体の主催するスポーツ

大会は競技経験者でなければ参

加できない雰囲気があるため、

初心者でも大会やレクリエーシ

ョンに気軽に参加できる取組も

必要である。また、加盟団体が

自主運営できる組織転換を促す

取組みを行う必要がある。 

 一部事務処理について、行

政が担っている部分はある

が、坂東市スポーツ協会につ

いては、本市におけるスポー

ツ・レクリエーション団体の

根幹であり、市民の生涯スポ

ーツの普及振興に役立ってお

り、その重要性は大きい。 

現行どおり 

体育施設 

整備事業 

（スポーツ振興課） 

市民が安全に安心して使用できる

屋内外の体育施設を整備するため、

「坂東市体育施設長寿命化計画」に

即した改善を図っていく。令和 5 年

度は総合体育館の非常用照明改修工

事や猿島体育館のガラス修理、岩井

球場の内野整備工事等を実施した。 

41,774 

 屋内施設内の部分的な劣化に

ついては、財源の可能な範囲に

おいて、適宜補強し対応してい

るが、限られた財源の中におい

て事業効果を最大限にするため

に積極的に補助金等を活用し修

繕していく必要がある。 

 施設修繕については、予算

の範囲内で、可能な限り進め

ており、屋内外体育施設の環

境維持や改善が図られた。 現行どおり 

体育施設 

管理業務 

（スポーツ振興課） 

屋内外の体育施設を安全安心に使

用できるよう管理し、市民の体力維

持増進に役立てる。令和 5 年度は、

清掃業務委託、樹木管理委託、保守

点検委託や夜間及び休日における管

理業務の委託を行った。 

31,637 

 猿島地域内と岩井地域内の施

設の平日夜間及び休日における

管理業務委託方法が異なってお

り、特に、猿島地域内の業務に

おいて、施設利用者とのトラブ

ル、施設の不備等があった場

合、早急な対応が難しい。 

 委託方法に違いがあるが、

屋内体育施設としての環境維

持には役立っている。 

現行どおり 

 


